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第３ スプリンクラー設備の技術基準 

新旧対照表 

第 ８ 次 改 訂 版 根拠条文等・考え方 改 訂 案 根拠条文等・考え方 

Ⅰ 共通事項 

 １ 加圧送水装置 

   加圧送水装置は，令第 12 条第２項第６号，規則第 14 条第１項

第 11 号，第 11 号の２及び平成９年消防庁告示第８号の規定によ

るほか，次によること。 

  ⑴ （略） 

⑵ ポンプを用いる加圧送水装置 

  第２屋内消火栓設備の技術基準２⑵アの規定を準用するほ

か，次によること。 

ア ポンプの吐出量 

(ア) 専用の場合 

      規則第 14 条第１項第 11 号ハの規定によるほか，次の表

に掲げる防火対象物又はその部分は，同表右欄に掲げるヘ

ッドの個数を基準としてポンプの吐出量を算出すること。

◆ 

防火対象物の区分 

（標準型ヘッドを設置する場合） 

基準ヘッド個数 

高感度型 高感度型以 外 

政令別表第 1⑵

項，⑶項及び⑿

項ロの用途（⒃

項に存する場合

も含む。）に供さ

れる部分が存す

る防火対象物の

階 

⑵項，⑶項又は

⑿項ロの用途に

供される部 の床

面積の合計が

3,000 ㎡以上の

もの 

 2 15 

その他のもの ８  0 

(イ)～(エ) （略）  

イ （略） 

⑶～⑸ （略） 

２ （略） 

３ 配管等 

配管等は，規則第 14条第１項第 10号の規定によるほか，次に

よること。 

 ⑴ （略） 

⑵ 構造 

   ア 第２屋内消火栓設備の技術基準４⑵イからサまで（イ(ア)

ａを除く。）の規定を準用する。◆ 

イ （略） 

ウ 配水管の口径又は直接ヘッドが設けられている枝管の口径

とヘッドの関係は，放水量，放水圧力が規定の数値以上とす

ることのほか，次表によること。（適用を受けるのは，最大同

時開放個数までとする。）◆ 

 

（表 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導基準 

（「スプリンクラー設備設計・工事基準

書」第 2 編 3.7.3⑴   ） 

 

 

 

 

 

Ⅰ 共通事項 

 １ 加圧送水装置 

   加圧送水装置は，令第 12条第２項第６号，規則第 14条第１項

第 11号，第 11号の２及び平成９年消防庁告示第８号の規定によ

るほか，次によること。 

  ⑴ （略） 

⑵ ポンプを用いる加圧送水装置 

  第２屋内消火栓設備の技術基準２⑵アの規定を準用するほ

か，次によること。 

ア ポンプの吐出量 

(ア) 専用の場合 

      規則第 14条第１項第 11号ハの規定によるほか，次の表

に掲げる防火対象物又はその部分は，同表右欄に掲げるヘ

ッドの個数を基準としてポンプの吐出量を算出すること。

◆ 

防火対象物の区分 

（標準型ヘッドを設置する場合） 

基準ヘッド個数 

高感度型 高感度型以 外 

政令別表第 1⑵

項，⑶項及び⑿

項ロの用途（⒃

項に存する場合

も含む。）に供さ

れる部分が存す

る防火対象物の

階 

⑵項，⑶項又は

⑿項ロの用途に

供される部 の床

面積の合計が

3,000 ㎡以上の

もの 

 12 15 

その他のもの ８  10 

(イ)～(エ) （現行に同じ。）  

イ （現行に同じ。） 

⑶～⑸ （現行に同じ。） 

２ （現行に同じ。） 

３ 配管等 

配管等は，規則第 14条第１項第 10号の規定によるほか，次に

よること。 

 ⑴ （現行に同じ） 

⑵ 構造 

   ア 第２屋内消火栓設備の技術基準４⑵イからサまで（イ(ア)

ａを除く。）の規定を準用する。◆ 

イ （現行に同じ） 

ウ 配水管の口径又は直接ヘッドが設けられている枝管の口

径とヘッドの関係は，放水量，放水圧力が規定の数値以上と

することのほか，次表によること。（適用を受けるのは，最

大同時開放個数までとする。）◆ 

 

（表 現行に同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数字誤り修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導基準 

（「スプリンクラー設備設計・工事基準

書」第 1 章第 4 節 4.7.3⑴） 

 

 

 

 

同時放水個数の上限がその個数

に達しない場合は考慮不要であ

る旨を明記しておく必要がある

（その旨を書いておかないと，基

準の趣旨を考慮することなく，影

響のない個数部分まで審査して

過剰な指導をしてしまう可能性

がある。）。工事基準書では表に

「※適用は最大同時開放個数ま

でとする。」と付記されているの

で，それに沿う表現で明記する。 

準用先の削除及び繰り上がりに

より合わなくなるため、当該文言

を削除する。 
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（表 略） 

 

   エ （略） 

 ⑶～⑷ （略） 

４ 送水口 

送水口は，令第 12 条第 2 項第 7 号，規則第 14 条第 1 項第 6 号

及び平成 13 年消防庁告示第 37 号の規定によるほか，次によるこ

と。 

  ⑴ （略） 

  ⑵ 構造等 

   ア （略） 

   イ 送水口は，ヘッドの設置されている階の警戒面積が 3,000

㎡を超えるごとに１個以上増設すること。          

                             

あああああただし，最大設置個数は３個とする。◆ 

ウ～カ （略） 

  ⑶ （略） 

⑷ 標識 

   ア 規則第 14 条第１項第６号ホに規定する標識は，長辺 30 ㎝

以上，短辺 10 ㎝以上で，赤地に白文字とすること又は周囲  

と反対色とすること等，容易に識別できるものとすること。

★ 

  イ （略） 

５ 制御弁及び自動警報装置 

  制御弁及び自動警報装置は，規則第 14 条第１項第３号及び第 

４号の規定によるほか，次によること。 

 ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 階段室の場合は， ⑶の規定にかかわらず階段ごとに一の警

戒区域とすることができる。◆ 

 ⑹～⑺ （略） 

６ 機能試験装置 

末端試験装置弁等の機能試験装置は，規則第１４条第１項第１

号ニ及び第５号の２の規定によるほか，次によること。 

  ⑴ （略） 

  ⑵ 開放型ヘッドを用いる場合 

   ア ヘッドにより放水することができる場所は，令第 32 条の 

規定を適用し，規則第 14 条第１項第１号 に規定する一斉 

開放弁又は手動式開放弁の作動を試験するための装置を設 

けないことができる。◆ 

   イ （略） 

７～11 （略） 

12 補助散水栓 

補助散水栓は，規則第 13 条の６第３項及び平成 25 年消防庁告

示第２号の規定によるほか，次によること。 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 令第 32条の特例 

第２の３屋内消火栓設備（２号消火栓及び広範囲型２号消火

栓）の技術基準第８⑴及び⑵の規定を準用する。◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導基準 

（「スプリンクラー設備設計・工事基準

書」第 2 編 3.11.1⑴    ） 

 

 

 

 

S44 消防予 238＋指導基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表 現行に同じ。） 

 

   エ （現行に同じ） 

  ⑶～⑷ （現行に同じ） 

４ 送水口 

送水口は，令第 12条第 2項第 7号，規則第 14条第 1項第 6号

及び平成 13年消防庁告示第 37号の規定によるほか，次によるこ

と。 

  ⑴ （現行に同じ） 

  ⑵ 構造等 

   ア （現行に同じ） 

   イ 送水口の数は，ヘッドの同時開放個数に応じて必要な加圧

送水装置の吐出量（単位は㎥／ｍｉｎとする。）を 1.8 で除

して得た値（端数は，切り上げること。）の個数以上を設置

すること。ただし，最大設置個数は３個とする。◆ 

ウ～カ （現行に同じ） 

  ⑶ （現行に同じ） 

⑷ 標識 

   ア 規則第 14条第１項第６号ホに規定する標識は，長辺 30㎝

以上，短辺 10 ㎝以上で，赤地に白文字とすること又は周囲

と反対色とすること等，容易に識別できるものとすること。

★ 

   イ （現行に同じ） 

５ 制御弁及び自動警報装置 

制御弁及び自動警報装置は，規則第 14 条第１項第３号及び第

４号の規定によるほか，次によること。 

  ⑴～⑷ （現行に同じ。） 

  ⑸ 階段室の場合は，前⑷の規定にかかわらず階段ごとに一の警

戒区域とすることができる。◆ 

  ⑹～⑺ （現行に同じ。） 

 ６ 機能試験装置 

末端試験装置弁等の機能試験装置は，規則第１４条第１項第１

号ニ及び第５号の２の規定によるほか，次によること。 

  ⑴ （現行に同じ。） 

  ⑵ 開放型ヘッドを用いる場合 

   ア ヘッドにより放水することができる場所は，令第 32 条の

規定を適用し，規則第 14 条第１項第１号ニに規定する一斉

開放弁又は手動式開放弁の作動を試験するための装置を設

けないことができる。◆ 

   イ （現行に同じ。） 

７～11 （現行に同じ。） 

12 補助散水栓 

補助散水栓は，規則第 13条の６第４項及び平成 25年消防庁告 

示第２号の規定によるほか，次によること。 

⑴～⑶ （現行に同じ。） 

⑷ 令第 32条の特例 

第２の３屋内消火栓設備（２号消火栓及び広範囲型２号消火

栓）の技術基準第８⑴及び⑵の規定を準用する。◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導基準 

（「スプリンクラー設備設計・工事基準

書」第 1 章第 4 節 4.11.1⑴） 

 

 

 

 

S44 消防予 238＋指導基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

号ずれ修正（⑶→前⑷） 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言漏れ追加 

 

 

 

 

 

項ずれ修正（３→４） 

 

 

 

 

「第」不要のため削除 

赤地に白文字の要件以外にも他の方法の

例を追加 

3000 ㎡毎という線引きは，同時放水個数

が多かった時代から変わっていないので，

現状に合わせて修正する必要がある。 

同時放水個数が多い場合に流量が増える

ことに対する措置であれば，同時放水個数

が減る改正を経た現行基準（改正内容は

H8.2.16 消防予第 21 号参照）にそぐわな

くなっている。 

広島市のポンプ車の A2 級ポンプの規格放水量は 2000ℓ/min で，ヘッド 1 個当たりの放水量 90 ℓ/min なら，

8 個同時で 720 ℓ/min，30 個同時で 2700 ℓ/min 

工事基準書では東京の基準が例示されている。 

A2 級ポンプの規格放水量が 2000ℓ/min＝2.0 ㎥/min であることを考えると，余裕率 10％をみての 1.8 と思

われる。 

以上から，同時放水個数とポンプ車の能力の実態に沿う東京消防庁等と同様の基準に修正することとする。 
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Ⅱ 閉鎖型スプリンクラー設備 

  Ⅰによるほか，次によること。 

１～２ （略） 

３ ヘッドの設置要領 

ヘッドの設置要領は，規則第 13 条の２第４項，第 13 条の３第 

２項及び第３項，第 13 条の５第２項，第５項，第７項及び第９    

項並びに平成 10 年消防庁告示第５号の規定によるほか，次によ 

ること。 

⑴ （略） 

⑵ 規則第 13条の２第４項第１号ホに規定する水平方向（傾斜し

た屋根等に取付けるものは，横方向。）で，ヘッドの散水の障害

となるものがある場合は，その下端より上方の位置に設ける当

該ヘッドからの散水を妨げることのないように，当該ヘッドの

デフレクターの位置を次の図及び表により設けるか，又は散水

が妨げられる部分について，別個のヘッドを設けることにより

有効な散水が得られる場合は，この限りでない。◆ 

 

   

⑶ 規則第 13条の２第４項第１号イのただし書きの規定による 

場合，はり等によって散水障害とならない高さまでヘッドを下

げ，ヘッドには                            

受ける場合には，次に掲げる集熱板を設けること。◆ 

   ア 集熱板の構造は金属製のものとし，その大きさは直径 30cm

以上のものとすること。 

  イ 集熱板の下面よりデフレクターまでの距離は 30 ㎝以内と 

すること。 

 ⑷～⑸ （略） 

⑹ 規則第 13 条の 2 第 4 項第 1 号ロ又は前⑸の場合において，  

給排気用ダクト，棚等（以下「ダクト等」という。）又は飾り   

天井の下方にヘッドを設けるもので，ダクト等又は飾り天井の

上方に感熱継手（火災の感知と同時に弁体を開放し，開放型ス

プリンクラーヘッドに加圧水を供給する継手）を当該機器の仕

様により設けた場合は，令第 32 条の規定を適用し，上方部分  

にヘッドを設けないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 閉鎖型スプリンクラー設備 

  Ⅰによるほか，次によること。 

１～２ （現行に同じ。） 

３ ヘッドの設置要領 

ヘッドの設置要領は，規則第 13条の２第４項，第 13条の３第 

２項及び第３項，第 13 条の５第２項，第５項，第７項及び第９    

項並びに平成 10 年消防庁告示第５号の規定によるほか，次によ 

ること。 

⑴ （現行に同じ） 

⑵ 規則第 13 条の２第４項第１号ホに規定する水平方向（傾斜

した屋根等に取付けるものは，横方向。）で，ヘッドの散水の

障害となるものがある場合は，その下端より上方の位置に設け

る当該ヘッドからの散水を妨げることのないように，当該ヘッ

ドのデフレクターの位置を次の図及び表により設けるか，又は

散水が妨げられる部分について，別個のヘッドを設けることに

より有効な散水が得られる場合は，この限りでない。◆ 

 

 

  ⑶ 規則第 13条の２第４項第１号イのただし書きの規定による  

場合，はり等によって散水障害とならない高さまでヘッドを下

げ，当該ヘッドの感熱が上部ヘッドからの消火水により影響を

受ける場合には，次に掲げる防護板を設けること。◆ 

   ア 防護板の構造は金属製のものとし，その大きさは直径 30cm

以上のものとすること。 

   イ 防護板の下面よりデフレクターまでの距離は 30 ㎝以内と

すること。 

  ⑷～⑸ （現行に同じ） 

  ⑹ 規則第 13 条の２第４項第１号ロ又は前⑸の場合において，

給排気用ダクト，棚等（以下「ダクト等」という。）又は飾り

天井の下方にヘッドを設けるもので，ダクト等又は飾り天井の

上方に感熱継手（火災の感知と同時に弁体を開放し，開放型ス

プリンクラーヘッドに加圧水を供給する継手）を当該機器の仕

様により設けた場合は，令第 32 条の規定を適用し，上方部分

にヘッドを設けないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集熱板の集熱効果は期待できない

ため，現在は，位置を下げたヘッド

に，上部ヘッドからの散水がかかっ

て下部ヘッドの感知散水が遅れる

ことを防ぐための防護板としての

位置づけに変わっている。 

集熱板の集熱効果がないことは，日

本消火装置工業会も周知し続けて

いる（平成 27 年度第一部会技術分

科会活動報告（概要）２⑻参照）。 

法文上も集熱板の用語は使われて

いない。 

幅広ダクトが散水障害になるため，

その下にもヘッドを設ける場合には，

天井面のヘッドを下すのではなく，天

井面のヘッドは残したまま，ダクト等

の下部にもヘッドを増設する必要があ

るが，ダクト等が不燃でその上にも可

燃物がない場合には，ダクト上を警戒

するための天井面のヘッドを設けなく

てもよいという基準を追加する。 

 

ヘッド向きを修正 
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ただし，ダクト等又は飾り天井の上方に可燃物が存する場合

は，この限りでない。 

⑹ 傾斜した屋根又は天井に設けるヘッドは，次によること。 

   ア ヘッドを取付ける面の傾斜が 10分の３（17°）を超えるも

のは，当該屋根又は天井の頂部より当該頂部に最も近いヘッ

ドに至るまでの間隔を，当該傾斜面に平行に配置されたヘッ

ド相互間の間隔の２分の１以下の値とし，かつ，当該頂部か

らの垂直距離が１ｍ以下となるように設けること。ただし，

この場合次図の要領により当該頂部にヘッドが設けられるも

のは，この限りでない。◆ 

 

（図 略） 

 

   イ ヘッドを取付ける面の傾斜が１分の１（45°）を超えるも

ので当該屋根又は天井の頂部にヘッドを設ける場合は，次図

の要領により当該屋根又は天井とヘッドとの水平離隔距離を

60 ㎝以上とすることにより，当該屋根又は天井の頂部からの

垂直距離をアによることなく１ｍを超えて設けることができ

る。◆ 

 

 
 

  ⑺ 開口部に設けるヘッドは，ヘッドの軸心からの離隔距離が，

壁面に対して 10 ㎝以上，45 ㎝以下となるように設けること。 

◆ 

  ⑻ ラック式倉庫にあっては，平成 10 年消防庁告示第５号の規 

定によるほか，次によること。 

   ア 棚等に設けるヘッドの配置は，平面的及び立体的に千鳥形

配置とすること。◆ 

   イ 消火配管の設置，ラック等の免震化，ラダー，電気計装設

備，ケーブル設備の設置等により生じる，背面スペース，連

間スペース等のすき間については，規則第 13 条の５第５項 

第４号ロに規定する延焼防止上支障となる隙間とし取り扱 

わないことができる。◆ 

  ⑼ 種別の異なるスプリンクラーヘッド（放水量，感度種別等）

は火災発生時同時に作動することが想定される同一の区画内 

に設けないこと。ただし，感度の種別と放水量が同じスプリン

クラーヘッドにあっては，この限りでない。 

⑽ 小区画型ヘッドを設置する場合は，次によること。 

   ア 小区画型ヘッドは，宿泊室等（宿泊室，病室，談話室，娯

楽室，居間，寝室，教養室，休憩室，面会室，休養室等が該

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ただし，ダクト等又は飾り天井の上方に可燃物が存する場合

は，この限りでない。 

  ⑺ 傾斜した屋根又は天井に設けるヘッドは，次によること。 

   ア ヘッドを取付ける面の傾斜が 10 分の３（17°）を超える

ものは，当該屋根又は天井の頂部より当該頂部に最も近いヘ

ッドに至るまでの間隔を，当該傾斜面に平行に配置されたヘ

ッド相互間の間隔の２分の１以下の値とし，かつ，当該頂部

からの垂直距離が１ｍ以下となるように設けること。ただ

し，この場合次図の要領により当該頂部にヘッドが設けられ

るものは，この限りでない。◆ 

 

（図 現行に同じ。） 

 

   イ ヘッドを取付ける面の傾斜が１分の１（45°）を超えるも

ので当該屋根又は天井の頂部にヘッドを設ける場合は，次図

の要領により当該屋根又は天井とヘッドとの水平離隔距離

を 60 ㎝以上とすることにより，当該屋根又は天井の頂部か

らの垂直距離をアによることなく１ｍを超えて設けること

ができる。◆ 

 

 
 

  ⑻ 開口部に設けるヘッドは，ヘッドの軸心からの離隔距離が，

壁面に対して 10 ㎝以上，45 ㎝以下となるように設けること。

◆ 

  ⑼ ラック式倉庫にあっては，平成 10 年消防庁告示第５号の規

定によるほか，次によること。 

   ア 棚等に設けるヘッドの配置は，平面的及び立体的に千鳥形

配置とすること。◆ 

   イ 消火配管の設置，ラック等の免震化，ラダー，電気計装設

備，ケーブル設備の設置等により生じる，背面スペース，連

間スペース等のすき間については，規則第 13 条の５第５項

第４号ロに規定する延焼防止上支障となる隙間とし取り扱

わないことができる。◆ 

  ⑽ 種別の異なるスプリンクラーヘッド（放水量，感度種別等）

は火災発生時同時に作動することが想定される同一の区画内

に設けないこと。ただし，感度の種別と放水量が同じスプリン

クラーヘッドにあっては，この限りでない。 

⑾ 小区画型ヘッドを設置する場合は，次によること。 

   ア 小区画型ヘッドは，宿泊室等（宿泊室，病室，談話室，娯

楽室，居間，寝室，教養室，休憩室，面会室，休養室等が該

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹を追加したことによる号

ずれ修正 

⑹を追加したことによる号

ずれ修正 

⑹を追加したことによる号

ずれ修正 

⑹を追加したことによる号

ずれ修正 

⑹を追加したことによる号

ずれ修正 

以上→超え 
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当する。）に設置することができるものであること。       

     なお，一室の床面積は，概ねヘッド４個により包含できる

範囲（約 50㎡）とすること。◆ 

イ ヘッドを同一の宿泊室等に２以上設置する場合は，ヘッド

相互の設置間隔が，３ｍ以下とならないように設置するこ 

と。ただし，当該ヘッドの放水圧力における散水形状から判

断し，隣接するヘッドの感熱部を濡らすおそれがないと認め

られる場合，被水防止措置を講じたヘッドを用いる場合又は

遮水のための垂れ壁等を設けた場合は，この限りでない。 

ウ デフレクターから下方 0.45ｍ以内で，かつ，水平方向の壁

面までの間の範囲には，何も設けられまたは置かれていない

こと。（下図参照） 

 

 （図 略） 

 

⑾ 側壁型ヘッドは，宿泊室等，廊下，通路等（フロント，ロビ

ー等を含む。）に設置することができるものであること。 

 

（図 略） 

 

 ４ ヘッドの設置を要しない部分及びその取扱い 

  ⑴ 放水による消火が不適当な用途や出火危険が少なく万一出火

したとしても他に延焼する危険が少ない等としてヘッドの設置

を要しない部分とは，規則第 13条第３項の規定によるほか，次

によること。 

   ア～イ （略） 

   ウ 規則第 13 条第３項第７号に規定するその他これらに類す 

る室には，次の用に供する室が含まれるものであること。 

    (ｱ)～(ｵ) （略） 

    (ｶ) 医療機器に備えた診察室，医療機器を備えた理学療法室

及び霊安室。 

    (ｷ)～(ｺ) （略） 

   エ～カ （略） 

⑵ （略） 

  ⑶  ⑴及び ⑵によりヘッドの設置を要しない部分には，令第 

11条第４項の規定は適用されないため，              

                              

            屋内消火栓設備又は補助散水栓を有

効に設置すること。 

    ただし，次のア又はイの部分は，令第 32条の規定を適用し，

屋内消火栓設備及び補助散水栓を設置しないことができる。★ 

   ア 規則第 13 条第３項第１号，第５号，第６号，第８号及び  

第 10号に規定する部分 

イ （略） 

 ５ 厨房室に対する特例基準 

⑴ 第２屋内消火栓設備の技術基準９⑷の規定を準用する。 

  ⑵ 厨房設備が設置されている室で，厨房設備にフード等用簡易

自動消火装置（平成５年 12 月 10 日消防予第 331 号「フード等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当する。）に設置することができるものであること。       

     なお，一室の床面積は，概ねヘッド４個により包含できる

範囲（約 50㎡）とすること。◆ 

イ ヘッドを同一の宿泊室等に２以上設置する場合は，ヘッド

相互の設置間隔が，３ｍ以下とならないように設置するこ

と。ただし，当該ヘッドの放水圧力における散水形状から判

断し，隣接するヘッドの感熱部を濡らすおそれがないと認め

られる場合，被水防止措置を講じたヘッドを用いる場合又は

遮水のための垂れ壁等を設けた場合は，この限りでない。 

ウ デフレクターから下方 0.45ｍ以内で，かつ，水平方向の壁

面までの間の範囲には，何も設けられまたは置かれていない

こと。（下図参照） 

 

 （図 現行に同じ。） 

 

⑿ 側壁型ヘッドは，宿泊室等，廊下，通路等（フロント，ロビ

ー等を含む。）に設置することができるものであること。 

 

（図 現行に同じ。） 

 

 ４ ヘッドの設置を要しない部分及びその取扱い 

  ⑴ 放水による消火が不適当な用途や出火危険が少なく万一出

火したとしても他に延焼する危険が少ない等としてヘッドの

設置を要しない部分とは，規則第 13 条第３項の規定によるほ

か，次によること。 

   ア～イ （現行に同じ。） 

   ウ 規則第 13 条第３項第７号に規定するその他これらに類す

る室には，次の用に供する室が含まれるものであること。 

    (ｱ)～(ｵ) （現行に同じ。） 

    (ｶ) 医療機器を備えた診察室，医療機器を備えた理学療法

室及び霊安室。 

    (ｷ)～(ｺ) （現行に同じ。） 

   エ～カ （現行に同じ。） 

⑵ （現行に同じ。） 

  ⑶ 前⑴及び前⑵によりヘッドの設置を要しない部分 は，令第 

11 条第４項におけるスプリンクラー設備の有効範囲内の部分

には該当しないため，屋内消火栓設備の設置が必要な防火対象

物にあっては，当該部分に屋内消火栓設備又は補助散水栓を有

効に設置すること。 

    ただし，次のア又はイの部分は，令第 32条の規定を適用し，

屋内消火栓設備及び補助散水栓を設置しないことができる。★ 

   ア 規則第 13 条第３項第１号，第５号，第６号，第８号及び

第 10号に規定する部分 

イ （現行に同じ。） 

 ５ 令第 32条の  特例基準 

⑴ 第２屋内消火栓設備の技術基準９⑷の規定を準用する。 

  ⑵ 厨房設備が設置されている室で，厨房設備にフード等用簡易

自動消火装置（平成５年 12月 10日消防予第 331号「フード等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字修正 「に」→「を」 

 

 

 

 

S50 消防安 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5 消防予 331＋S50 消防安 77＋指

導基準 

 

 

 

水道連結型SPで小区画ヘッドの

基準を適用する際，ヘッド 1 個当

たり警戒できる面積の制限があ

ることもあり，ヘッド間の距離が

３m 以下となることもよくある

ため，文言の追加を行う。 

⑹を追加したことによる号

ずれ修正 

他と書き方を合わせる。 
本⑶は，「令第 11 条第 4 項の

規定は適用されないため」とい

う前提が明記されていること

で，屋内消火栓の義務もある場

合の基準となるものだが，当該

趣旨をより伝わりやすくする

ため，より具体的な表現を追加

するもの。 
（スプリンクラーの義務はあっても

屋内消火栓の義務がない建物も増え

てきており，屋内消火栓の義務の有

無に関わらず「令第 32 条の規定を適

用」と読んでしまうことを防ぐため

表現を修正する。） 

スプリンクラーにも適用で

きる特例基準を屋内消火栓

に追加することに伴い準用

先を明記。 

⑴号の追加によるもの。 

昭和 50 年６月 16 日消防安第 65

号の内容（第６号及び第８号）を

追加する。 
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用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について」の消防庁

予防課長通達に係るものをいう。以下｢フード等用簡易自動消 

火装置｣という。）が当該通達の設置基準に基づき設置される場

合には，フード等用簡易自動消火装置の公称防護面積（１のフ

ード等用簡易自動消火装置で当該機種に明示された有効に消 

火しうる範囲の面積をいう。）の範囲内の部分については，令 

第３２条の規定を適用し，スプリンクラーヘッドの設置を免除

することができる。★ 

Ⅲ～Ⅴ （略） 

Ⅵ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 

 １ 配管等 

  ⑴ （略） 

  ⑵ 配管系統の範囲 

    水源（令第 12 条第２項第４号ただし書により必要水量を貯 

留するための施設を設けないものにあっては，水道事業者の施

設した配水管から分岐して設けられた給水管）からスプリンク

ラーヘッドまでの部分であること。ただし，配水管が水源であ

り，水道法施行規則（昭和 32 年厚生省令第 45 号）第 12 条の   

２第２号に掲げる水道メーターが設置されている場合にあっ 

ては，水源から水道メーターまでの部分を除く。 

  ⑶ 配管構造 

   ア ライニング 

     配管，菅継手及びバルブ類の基準（平成 20 年消防庁告示  

第 27 号。イにおいて「配管等告示」という。）第１号から第

３号までにおいて，準用する規則第 12 条第１項第６号ニ，  

ホ及びトに掲げる日本工業規格に適合する配管等に，ライニ

ング処理等をしたものについては，当該規格に適合する配管

等と同等以上の強度，耐食性及び耐熱性を有するものとして

取り扱うこととして差し支えない。 

   イ 壁裏                          

                                 

                

     壁又は天井（内装仕上げを難燃材料でしたものに限る。）の

裏面に設けられている配管，管継手及びバルブ類については，

配管等告示第４号に規定する「火災時に熱を受けるおそれが

ある部分に設けられるもの」には該当しない。 

                                 

                

                             

２ 内装制限 

   水源の水量及び当該性能の算定において，規則第１３条の６第

１項第２号，第４号，第２項第２号及び第４号に規定する「火災

予防上支障があると認められる場合」とは，内装仕上げを準不燃

材料以外でした場合をいう。 

 ３ 末端試験弁 

   規則第１４条第１項第５号の２に規定する「放水圧力及び放水

量を測定できるもの」については，放水圧力等の測定装置を必ず

しも配管の末端に設ける必要はないこと。ただし，この場合にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について」の消防庁

予防課長通達に係るものをいう。以下｢フード等用簡易自動消

火装置｣という。）が当該通達の設置基準に基づき設置される場

合には，フード等用簡易自動消火装置の公称防護面積（１のフ

ード等用簡易自動消火装置で当該機種に明示された有効に消

火しうる範囲の面積をいう。）の範囲内の部分については，令

第３２条の規定を適用し，スプリンクラーヘッドの設置を免除

することができる。★ 

Ⅲ～Ⅴ （現行に同じ。） 

Ⅵ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 

 １ 配管等 

  ⑴ （現行に同じ。） 

  ⑵ 配管系統の範囲 

    水源（令第 12 条第２項第３号の２し書により必要水量を貯

留するための施設を設けないものにあっては，水道事業者の敷

設した配水管から分岐して設けられた給水管）からスプリンク

ラーヘッドまでの部分であること。ただし，配水管が水源であ

り，水道法施行規則（昭和 32 年厚生省令第 45 号）第 12 条の

３第２号に掲げる水道メーターが設置されている場合にあっ

ては，水源から水道メーターまでの部分を除く。 

  ⑶ 配管構造 

   ア ライニング 

     配管，菅継手及びバルブ類の基準（平成 20 年消防庁告示

第 27号。イにおいて「配管等告示」という。）第１号から第

３号までにおいて，準用する規則第 12 条第１項第６号ニ，

ホ及びトに掲げる日本産業規格に適合する配管等に，ライニ

ング処理等をしたものについては，当該規格に適合する配管

等と同等以上の強度，耐食性及び耐熱性を有するものとして

取り扱うこととして差し支えない。 

   イ 配管等告示第４号に規定する「火災時に熱を受けるおそれ

がある部分に設けられるもの以外のもの」とは，次のいずれ

かに該当する配管等をいう。 

                                

                                

                                

                        

    (ｱ) 壁又は天井（内装仕上げを難燃材料でしたものに限

る。）の裏面に設けるもの 

(ｲ) 厚さ 50ｍｍ以上のロックウールで覆われたもの 

２ 内装制限 

   水源の水量及び当該性能の算定において，規則第１３条の６第

１項第２号，第４号，第２項第２号及び第４号に規定する「火災

予防上支障があると認められる場合」とは，内装仕上げを準不燃

材料以外でした場合をいう。 

 ２ 末端試験弁 

   規則第１４条第１項第５号の２に規定する「放水圧力及び放水

量を測定できるもの」については，放水圧力等の測定装置を必ず

しも配管の末端に設ける必要はないこと。ただし，この場合にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 「施設」→「敷設」 

 

 

 

適用法令誤り修正 「２」→「３」 

 

 

H21 消防予第 131 号 

 

 

 

日本工業規格 → 日本産業規格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内装制限された壁の裏面に

設けることと同等の取り扱

いとして，５０mm 以上のロ

ックウール又はそれ相当と

して認められているもので

被覆したものも追加する。 

工事基準書でも明記されて

おり，他都市でも明記されて

いる。 

 

平成 27 年の規則改正以降，

法文上明記されているので

削除する。 

 

２項削除に伴う項ずれ

修正 

参照誤り修正 



-  - ７ 

いて，末端における放水圧力及び放水量を計算により求めること

とし，所要の放水圧力及び放水量が満たされていることを確認す

ること。 

 ４ 加圧送水装置 

   常用の給水装置において増圧のために用いられている装置（ブ

ースターポンプ等）は，特定施設水道連結型スプリンクラー設備

の加圧送水装置に該当しない。 

 ５ 水源水量 

   別記３のうちＮo．７直結・受水槽補助水槽併用式の類型の特定

施設水道連結型スプリンクラー設備については，加圧送水装置の

補助水槽の水量と配水管から補給される水量を併せた水量が，規

則第１３条の６第１項第２号及び第４号に規定する水量並びに同

条第２項第２号及び第４号に規定する放水量を得られるように，

確保しなければならない。この場合において，補助水槽には，規

則第１３条の６第１項第２号及び第４号に規定する水量の２分の

１以上貯留することが望ましい。 

 ６ 給水装置等 

   次の点について留意すること。 

⑴ 空気又は水の停滞を防止するための措置を講じること。 

⑵ 結露現象を生じ，周囲（天井等）に影響を与える恐れのある

場合は，防露措置が行われていること。 

⑶ 寒冷地等における凍結防止のための水抜きが行われる施設に

ついては，水抜き時にも正常に作動するようなスプリンクラー

設備を設置すること。 

 ７ 令第 32条の特例基準 

  ⑴ 水道と連結していないスプリンクラー設備の取扱い 

    水道の用に供する水管に連結されていないスプリンクラー 

設備であって，水源や加圧送水装置等により，放水量及び放水

圧力等特定施設水道連結型スプリンクラー設備に必要とされ 

る性能が確保されるものにあっては，特定施設水道連結型スプ

リンクラー設備と同等以上の性能を有するものとして，令第 32

条の規定を適用して差し支えない。 

⑵ 屋内消火栓設備の設置を要する防火対象物の取扱い 

屋内消火栓設備の設置義務が生じる場合において，スプリン

クラーヘッドの有効範囲外については屋内消火栓設備の設置 

が必要になるが，特定施設水道連結型スプリンクラー設備は，

建物関係者が入居者の避難支援に専念し，その時間を稼ぐ目的

であることを踏まえ，令第 32 条の規定を適用し設置を要しな 

いものとして差し支えない。 

 

（別記１ 略） 

 

（別記２ 略） 

 

（別記３ 略） 

 

（別記４ 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて，末端における放水圧力及び放水量を計算により求めること

とし，所要の放水圧力及び放水量が満たされていることを確認す

ること。 

 ３ 加圧送水装置 

   常用の給水装置において増圧のために用いられている装置（ブ

ースターポンプ等）は，特定施設水道連結型スプリンクラー設備

の加圧送水装置に該当しない。 

 ４ 水源水量 

   別記３のうちＮo．７直結・受水槽補助水槽併用式の類型の特

定施設水道連結型スプリンクラー設備については，加圧送水装置

の補助水槽の水量と配水管から補給される水量を併せた水量が，

規則第１３条の６第１項第２号及び第４号に規定する水量並び

に同条第２項第２号及び第４号に規定する放水量を得られるよ

うに，確保しなければならない。この場合において，補助水槽に

は，規則第１３条の６第１項第２号及び第４号に規定する水量の

２分の１以上貯留することが望ましい。 

 ５ 給水装置等 

   次の点について留意すること。 

⑴ 空気又は水の停滞を防止するための措置を講じること。 

⑵ 結露現象を生じ，周囲（天井等）に影響を与える恐れのある

場合は，防露措置が行われていること。 

⑶ 寒冷地等における凍結防止のための水抜きが行われる施設

については，水抜き時にも正常に作動するようなスプリンクラ

ー設備を設置すること。 

 ６ 令第 32条の特例基準 

  ⑴ 水道と連結していないスプリンクラー設備の取扱い 

    水道の用に供する水管に連結されていないスプリンクラー

設備であって，水源や加圧送水装置等により，放水量及び放水

圧力等特定施設水道連結型スプリンクラー設備に必要とされ

る性能が確保されるものにあっては，特定施設水道連結型スプ

リンクラー設備と同等以上の性能を有するものとして，令第 32

条の規定を適用して差し支えない。 

⑵ 屋内消火栓設備の設置を要する防火対象物の取扱い 

    屋内消火栓設備の設置義務が生じる場合において，スプリン

クラーヘッドの有効範囲外については屋内消火栓設備の設置

が必要になるが，特定施設水道連結型スプリンクラー設備は，

建物関係者が入居者の避難支援に専念し，その時間を稼ぐ目的

であることを踏まえ，令第 32 条の規定を適用し設置を要しな

いものとして差し支えない。 

 

（別記１ 現行に同じ。） 

 

（別記２ 現行に同じ。） 

 

（別記３ 現行に同じ。） 

 

（別記４ 省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H21.3.31 事務連絡（消防庁予防課） 

 

 

 

２項削除に伴う項ずれ

修正 

２項削除に伴う項ずれ

修正 

２項削除に伴う項ずれ

修正 

H21.3.31 事務連絡「消防用設備

等に係る執務資料の送付につい

て」の内容を，「６ 令第 32 条

の特例基準」として追加。 

該当するケースは稀であるものの，屋

内消火栓やパッケージ型消火設備の

設置を課しても水道連結 SP の趣旨

と符合しないため，免除可とするも

の。 

水道管（樹脂管）を使用するた

め，摩損計算に必要な係数が第

2 の表２－１に無いため，工事

基準書の第 6 章第 4 節の表

6.6.4.5（ウェストンの式を用い

る場合の配管の摩擦損失計算）

の表を掲載する。 

※ 別紙 別記４のとおり 


